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）

青
森
県
に
よ
る
審
査

推
進
委
員
会
に
よ
る
意
見

認証取得のた
めの取組継続

青森県の支援

認証取得に向けた
事業所への
サポート

調査員等に
よる書面・
訪問審査

更新制
（有効
期間３
年）

専用サイトの掲載

各種施策の優遇採択
就職フェアでの優遇等

登録・公表
（有効期間
２年）

法人単位
での認証
が原則

※認証評価基準
１．職員の処遇改善の取組の評価
２．人材育成の取組の評価
３．地域交流・コンプライアンス等の取組の評価
４．サービスの質の向上の取組の評価

※認証評価基準を
満たしていない場合

※認証評価基準を
満たしている場合

②
認証
申請

認証評価制度の流れ

◆ 参加宣言～認証申請～認証・公表の流れの全体図
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